
定額給付金および 
子育て応援特別手当の 
申請はお済みですか 

企画課 

　町から申請書を該当する世帯へ簡易書留郵便

で郵送しました。 

　申請期限は９月２４日までです。期限までに申請書

が提出されない場合は「受取辞退」とみなされます

ので、まだお済みでない方は早めに申請をしてくだ

さい。 

　詳しくは、役場定額給付金窓口（1３８８-１２１６）

にお問い合わせください。 

　町では、ATM（銀行・コンビニなどの現金自動預

払機）の操作をお願いすることや、定額給付金およ

び子育て応援特別手当の給付のために、手数料

などの振込みを求めることは絶対にありません。 

　ご自身でATMを操作して、他人からお金が振り

込まれることも絶対にありません。 

使用済みの食用油の回収 
環境経済課 

　ご家庭で使用済みの食用油の回収を町婦人会・

生活学校の協力で、実施しますのでご利用ください。 

【日　　時】６月１６日（火） 

午前９時３０分～１１時３０分 

【回収場所】役場、中央公民館、松枝公民館、下羽

栗会館 

※新聞紙、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶も同時

に回収します。 

浄化槽などの現況確認調査に 
ご協力を 環境経済課 

　公共用水域などの水質の保全などの観点から

浄化槽によるし尿や雑排水の適正な処理を図るた

め、浄化槽や汲み取り槽を利用している家庭に、町

が委託している受注業者が現況確認調査に訪問

しますので、ご協力ください。 

【訪問業者】松南株式会社（羽島郡岐南町みやまち 

４丁目１５３番地） 

【調査期間】６月～平成２２年３月 

【調査地域】松枝地域 

【問 合 先】環境経済課 

労働保険年度更新の手続きは 
お早めに 環境経済課 

　「働く人のセーフティネット」の労災保険と雇用保

険の申告・納付期限が今年から７月１０日となりました。 

　雇用保険料率が下がるなど改正点がいくつか

ありますので、期限直前は窓口が大変混雑するこ

とが予想されます。 

　岐阜県労働局と労働基準監督署では、６月１日か

らご相談に応じています。お早めにお電話くださるか、

お出かけください。 

　なお、手続きはパソコンから行うこともできます。イ

ンターネットでご確認ください。 

【問合先】岐阜県労働局　労働保険徴収室直通 

1２４５-８１１５ 

電波利用環境保護周知啓発強化期間 
6月1日から6月10日まで 

電波を使うには免許が必要です。 
電波のルールを守りましょう。 

不法無線局の相談は、052-971-9107 
テレビ・ラジオの受信相談は、052-971-9648

総務省　東海総合通信局 
ホームページ（URL） http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/
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